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Child abuse is increasing rapidly in Japan,even though the Child Abuse Prevention Law has been in effect
 

for 8 years.Parents’and children’s behavior and conditions are examples of factors.The purpose of this study
 

was to find factors contributing to child-care stress in mothers,as measured by the Childcare Stressor Scale
 

and the Scale of Burden of Childcare.

We surveyed 46 mothers at a health facility in a town in Nagano prefecture using self-questionnaires with
 

questions in five categories: mother’s incompetence in child care,restriction of child care,lack of social and
 

family support for infant care,character of their child,and lack of knowledge and skill about child care.The
 

results showed that the lack of knowledge and skill in providing care,lack of social and family support for
 

infant care,and the character of their child were important factors in increasing stress in the mothers.

We made three suggestions for supporting mothers caring for infants: providing opportunities for them
 

to learn child care skills, educating fathers to support their partners, and establishing social consultation
 

networks.Shinshu Med J 57 : 155―161, 2009
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児童虐待，育児負担，育児ストレッサー

緒 言

児童虐待は，児童虐待の防止に関する法律（以下，

児童虐待防止法）第２条において保護者が監護する18

歳に満たない者に対して身体的暴行や性的暴行のみで

はなく，ネグレクト，心理的虐待を行うことも含むと

定義されている。同法が施行されて８年になるが，全

国の児童相談所の虐待に関する相談対応件数は増加

を続け2006年度は37,323件と前年度の約８％増であ

り，同法施行直前の1999年度（11,631件）に対しては

約3.2倍となっている 。2004年厚生労働省発表では

2000年11月から2003年６月までの間に厚生労働省が把

握した虐待死127人のうち，約７割が３歳までの児童

であり，０歳児は全体の約４割を占めている 。

子ども虐待対応の手引き（厚生労働省）では，虐待

に至るリスク要因として保護者側，子ども側，養育環

境の３つに分類している 。条件が重なればどの家庭
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でも虐待は起こりうると言われており 実際に虐待を

行っている親やそのリスクが非常に高い親は心理的，

生活的，育児関連ストレスが高いとの報告もある 。

親の育児ストレスについては吉永ら が報告してい

る25項目からなる育児ストレッサー下位尺度を用いて

５因子（親としての効力感低下，育児による拘束，サ

ポート不足，子どもの特性，育児知識と技術不足）に

分けて数値化することが可能であり，この５因子25項

目は「子ども虐待の手引き」にある虐待に至るリスク

要因を含んでいる。これら個々の育児ストレスの結果

生じる育児負担感は中嶋ら の報告している８項目から

なる育児負担感指標を用いて数値化することができる。

今回，長野県のＡ町福祉センター開放日に訪れた母

親を対象に，育児ストレッサー下位尺度と育児負担感

指標を用いて母親の育児負担感に寄与する因子を把握

することを目的として調査を行った。

研 究 方 法

長野県Ａ町の福祉センター開放日２日間（2007年11

月19日，26日）のうちのいずれかに同施設を訪れた母

親（46人）を対象に自記式質問票による調査を実施した。

Ａ町は人口約１万人（約1,500世帯），出生児数年間

70人前後。「生後４カ月までの全戸訪問事業（こんに

ちは赤ちゃん事業）」に積極的に取り組み，各関係機

関と連携を取って子育て支援ネットワークを組織し，

子育てセミナーや家庭訪問事業を始めとする子育て支

援活動を行い児童虐待防止に力を入れている。

福祉センターの開放は乳幼児をもつ親の孤立を防ぎ

育児を支援することを目的として，月に２回行われ，

Ａ町の乳幼児をもつ母親の約３割（20人前後）が利用

している。母親への育児指導や相談等の実施，乳幼児

が安全に遊ぶことができる絨毯敷きの広いスペースの

提供，母親同士の交流の場の提供を行っている。

自記式質問票は無記名で行い，母親に直接配布，回

収した。なお，対象者に対しては，本研究の意義，結

果の開示等について，実施者が直接説明を行い，全員

から同意を得られた。

質問項目は母親の年齢，児の数，児の年齢，世帯構

成，育児ストレッサー下位尺度 （25項目），育児負

担感指標 （８問），自由記述質問項目（３問）とし

た。

育児ストレッサー下位尺度は吉永ら の報告と同様

に頻度と程度を各４段階で回答させ，頻度と程度の積

を育児ストレッサー下位尺度得点として項目ごとに求

め，因子ごとに育児ストレッサー下位尺度項目の合計

を求めた。下位尺度質問項目は表１に示すとおりであ

る。育児負担感指標は中嶋ら の報告と同様に，表２

に示した児に対する否定的感情４項目と育児に伴う母

親自身の社会的活動制限４項目からなる８項目につい

て５段階（頻度の低い方から０～５点に分類）で回答

させ８項目の合計点を得点とした。得点が高いほど育

児負担感が高いことを意味する。

自由記述の質問項目は「育児ストレッサー下位尺度

や育児負担感指標以外の負担事項」「子育てが一番大

変だった時期」「いつまで支援が必要か」とした。

解析にはSPSS Ver12を使用し，強制投入法によ

る多変量解析を用いて吉永らの育児ストレッサー尺度

５因子（親としての効力感低下，育児による拘束，サ

ポート不足，子どもの特性，育児知識と技術不足）と

育児負担感指標との相関をみた。母親年齢，子どもの

総数，子ども以外の家族の総数も調査対象者の属性で

あることから変数として扱った。

結 果

対象者の属性を表３に示した。回収率は100％（46/

46）であった。育児ストレッサー下位尺度項目25項目

全てに解答している者30人（65％）のデータを育児

負担感への寄与因子探索解析の対象として用いた。

育児ストレッサー下位尺度25項目について因子ごと

の平均値と標準偏差を表４に示した。育児負担感は合

計得点平均値9.0，標準偏差6.3，最高得点28，最少得

点２点であり，育児負担感を児に対する否定的感情と

育児に伴う母親自身の社会的活動制限について，児の

数により分類した結果を表５に示した。解析に用いた

30人中，子どもの数１，２，３人の回答者数はそれぞ

れ12，12，６人であった。

育児ストレッサー下位尺度と育児負担感の相関につ

いて，育児負担感を「育児に伴う社会的活動制限」と

「児に対する否定的感情」に分け，第Ⅰ～Ⅴ因子，母

親年齢，子どもの総数，子ども以外の家族の総数を独

立変数として解析した結果を表６および７に示した。

育児に伴う母親自身の社会的活動制限には第Ⅲ（サ

ポート不足）およびⅤ因子（育児の知識と技術不足），

児に対する否定的感情に関与する因子については第Ⅳ

因子（子どもの特性）が有意に寄与していた。

育児負担自由記載欄には17名（37％）が回答し（複

数回答あり），夜泣き等により眠ることができない（９

人），夫の両親との関わり（３人）であった。質問項
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目に記載されているが更に「赤ちゃんがえりがある」

と記入した母親が５人いた。

今までの子育てで一番大変だった時期については，

３カ月まで（８人，17％），１，２歳まで（６人，13

％），第２子の出産まで（５人，11％）の順に多かっ

た。子育ての一番大変だった時期を１，２歳までと答

えた母親６人のうち４人が「夜泣き」を理由としてい

た。

子育て支援や訪問が必要性を感じる期間について図

１に示した。「保育園入園まで」「幼稚園入園まで」

「入園まで」という回答があり，これらについてはＡ

町に幼稚園がなく，町外の保育園に通う幼児はほとん

母親の育児負担感への寄与因子

表２ 育児負担感の質問項目

育児に伴う母親自身の

社会的活動制限

１．お子さんの世話のために，かなり自由が制限されていると感じることがありますか

２．お子さんの世話が，自分で責任を負わなければならない家事などの仕事に比べて，負担になっ

ていると感じることがありますか

３．お子さんのために，自分には望ましい私生活（プライバシー）がないと感じますか

４．お子さんがいるために，趣味や学習，その他の社会活動などに支障をきたしていると感じる

ことがありますか

児に対する否定的感情

１．お子さんとのかかわりで，腹を立てることがありますか

２．あなたがお子さんにやってあげていることで，報われないと感じることがありますか

３．お子さんのやっていることで，どうしても理解に苦しむことがありますか

４．お子さんとのかかわりの中で，我を忘れてしまうほど頭に血が上ることがありますか

中嶋ら の報告より

表３ 調査対象者の属性（n＝46）

平 均 標準偏差

母親年齢（歳） 30.7 6.1

子どもの数（人） 2 0.8

家族構成 回答者数 割合（％）

核家族 29 61.7

自分の両親と同居 6 12.8

夫の両親と同居 11 23.4

子どもの数 回答者数 割合（％）

１名 21 45.7

２名 16 34.8

３名 9 19.6

表１ 育児ストレッサー下位尺度項目

第Ⅰ因子

（親としての効力感低下）

１．しつけ方がわからない

２．子どもをうまく育てられない

３．しかり方が分らない

４．子どもの育て方に疑問をもつ

５．母親にむいていない

第Ⅱ因子

（育児による拘束）

１．やりたいことを我慢する

２．趣味や仕事を制約される

３．自由な時間がない

４．新しいことが始められない

５．生活が平凡である

第Ⅲ因子

（サポート不足）

１．夫からの言葉かけが少ない

２．夫が子どもをかまわない

３．家族のまとまりがない

４．育児を一人でしている

５．夫や祖父母の手伝いがない

第Ⅳ因子

（子どもの特性）

１．よく泣いてなだめにくい

２．かんしゃくを起こす

３．機嫌がかわりやすい

４．一人にするとぐずる

５．後追いや抱っこなど相手をしてほしがる

第Ⅴ因子

（育児知識と技術不足）

１．同年齢の子どもの成長や発達とくらべてしまう

２．成長や発達の目安にこだわってしまう

３．病気なのか判断できない

４．受診のタイミングがつかめない

５．発熱などの緊急時に対処できない

吉永ら の報告より
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表５ 育児負担感の平均値と標準偏差（n＝30）

児の数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

育児負担感（８問合計） 全平均 9.0 6.3 2 28

１人 9.1 7.2 3 26

２人 7.6 3.5 3 16

３人 11.7 9.2 2 28

育児に伴う母親自身の社会的活動制限（４問合計） 全平均 5.1 3.8 1 16

１人 5.6 4.4 1 16

２人 4.3 2.1 2 9

３人 5.7 5.3 2 16

児に対する否定的感情（４問合計） 全平均 3.9 3.0 0 12

１人 3.5 2.9 0 10

２人 3.3 2.0 1 7

３人 6.0 4.3 0 12

表６ 育児に伴う母親自身の社会的活動制限に関与する因子（25項目，５因子）

（n＝30）

独立変数 偏回帰係数 有意確率

（定数） －9.432 0.048

Ⅰ．親としての効力感低下 0.011 0.877

Ⅱ．育児による拘束 0.088 0.101

Ⅲ．サポート不足 0.102 0.038

Ⅳ．子どもの特性 0.014 0.755

Ⅴ．育児知識と技術不足 0.120 0.034

母親年齢 0.210 0.086

子どもの総数 0.694 0.435

子ども以外の家族の総数 0.113 0.829

表７ 児に対する否定的感情に関与する因子（25項目，５因子）

（n＝30）

独立変数 偏回帰係数 有意確率

（定数） －9.365 0.028

Ⅰ．親としての効力感低下 0.126 0.059

Ⅱ．育児による拘束 －0.022 0.637

Ⅲ．サポート不足 0.028 0.506

Ⅳ．子どもの特性 0.091 0.035

Ⅴ．育児知識と技術不足 0.069 0.156

母親年齢 0.192 0.076

子どもの総数 0.822 0.297

子ども以外の家族の総数 0.158 0.733

表４ 育児ストレッサー下位尺度（25項目）の平均値と標準偏差

（n＝30）

平均値 標準偏差 最小値 最大値

Ⅰ．親としての効力感低下 18.4 11.6 5 50

Ⅱ．育児による拘束 25.3 14.7 10 67

Ⅲ．サポート不足 16.0 12.0 5 55

Ⅳ．子どもの特性 20.6 11.1 8 53

Ⅴ．育児知識と技術不足 16.9 12.5 5 65
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どいないことから「保育園入園まで」に統一した。

考 察

本調査では，母親の育児負担感を把握するとともに，

育児負担感への寄与因子を探索するために，育児負担

感を社会的活動制限と児に対する否定的感情に分けて

育児ストレッサー下位尺度との関係をみた。

育児負担感は，本研究では9.0であり，中嶋ら の

報告9.7（n＝229）に近い値であった。

社会的活動制限については第ⅢおよびⅤ因子が有意

に寄与していた。児を養育中の母親にとって社会活動，

趣味，学習などで社会との接点を有するためにはより

一層の周囲のサポートも必要である 。サポート不足

（第Ⅲ因子）に対しては，核家族化による母親への支

援不足や子育てへの参加不足がその一因となるが，夫

婦で参加できる子育て支援のための機会を増やすこ

と ，母親が心理的あるいは社会的に孤立しないた

めに地域で子育てを支援できるような環境作りが望ま

れる 。また，夫や家族が育児に参加するための社

会的な意識改革が望まれる。育児知識と技術不足（第

Ⅴ因子）については，育児は本能よりもむしろ学習に

よって習得され，適切な育児を行うためには相応の教

育が必要である ことから，親となる夫婦が子育てに

関する基本的知識および技術を習得する機会を提供す

ること，親の悩みを相談し解決できる機会を作ること

は重要であると考えられる 。対象となった30人中12

人（40％）が１人目の子どもを養育中であり，育児の

知識および技術を習得することにより，社会的活動の

ための時間的余裕が生まれるものと考えられた。

児に対する否定的感情については第Ⅳ因子が有意に

寄与していた。第Ⅳ因子に含まれる子どもの特性は母

親自身の養育方法が原因であると判断される可能性が

ある ，とされている。第Ⅳ因子への対策には，母親

を含め児の養育に関わる人々が，育児に伴う児に対す

る否定的感情の理由を明確に認識するとともに，子ど

もの特性の発現理由を知ることが必要である。それに

は「育てにくさ」を持つ児や養育困難な児への支

援 を参考にすることが可能であると考えられる。

母親が子どもの特性に関する知識を習得する機会や非

養育者による養育困難な児への支援として，乳幼児健

診を利用した「育てにくさ」への気づき ，発達障害

リスク児へのフォローアップ ，養育支援訪問事業 ，

子育て支援センター事業 などが行われており，更に，

行政等による早期発見，早期介入に関する研究が行わ

れている 。また，学童期になってから明確にな

る養育困難もあることから，一貫したサポート体制が

大切であると推察された 。これらを総合的に活

用することにより，子どもの特性を原因とした児に対

する否定的感情を低減できる可能性が考えられた。

育児負担感へは児の数も影響を与えると報告されて

おり，中嶋ら は養育する児の数が増えるにつれて育

児負担感が有意に上昇すると報告している。しかし，

図１ 子育ての支援や訪問が必要だと思う期間（回答人数：41人）
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本調査では有意な上昇は見られなかった。これは，中

嶋らの調査対象はn＝229，母親の平均年齢33歳，児

の数平均2.02人，核家族129人（56.3％）であり，本

調査とのサンプルサイズの違いが一因であると考えら

れ，また，Ａ町が子育て支援に積極的に取り組んでい

ることも要因となり得るであろう。

本調査では最も負担となる児の年齢を質問していな

いため育児負担感との関係をみることはできなが，子

育て支援や訪問を必要とする時期については，20人が

保育園入園まで，11人が年齢に関係なく訪問もしくは

支援を必要と考えている。このことから，保育園入園

までの母親への育児支援を集中させることにより母親

の育児負担を低減できる可能性があると考えられた 。

本調査の結果，母親の育児負担感を軽減するには，

サポート不足（第Ⅲ因子），子どもの特性（第Ⅳ因子），

育児知識と技術不足（第Ⅴ因子）の３つの因子に対し

て重点的に対策すること，また，保育園入園前の児の

母親への育児支援を集中させることが効果的であると

示唆された。

結 語

長野県Ａ町福祉センター開放日に訪れた母親を対象

に育児負担感に寄与する因子を検討した。夫や家族が

育児に参加するための意識改革や知識の提供，成長段

階に応じた育児相談体制の確立と保育園入園までの重

点的な支援，基本的育児スキルの教育により，効率よ

く母親の育児負担感を軽減できる可能性を示した。

今後は，規模の大きい県内行政区で同様の調査，Ａ

町における上記項目の介入の効果を検討したい。
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